ごみ集積所設置にかかる土地使用承諾書

令和　　年　　月　　日



殿


土地所有者住所
土地所有者氏名　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　行政区のごみ集積所整備にかかるごみ集積所の設置については、次のとおり承諾します。

記
１．承諾箇所　雫石町　　　　　　　　　　　　　地先
２．使 用 料　無料
３．設置仕様　構造
面積
４．使用期間　工事完了後から令和　　年３月３１日までとする。
なお、使用期間の満了する1ヶ月前までに、次による申出がない時は、期間満了の日の翌日から起算して1ヵ年なおその効力を有するものとし、以後、この例による。
５．そ の 他　都合によりごみ集積所の撤去を求めるときは、　　　　　　　行政区長に対し１ヶ月前までに申出ることとする。





ごみ集積所設置にかかる土地使用承諾書


 


 


令和


  


年


  


月


  


日


 


 


 


 


殿


 


 


 


土地所有者住所


 


土地所有者氏名


          


?


 


 


        


行政区のごみ集積所整備にかかるごみ集積所の設置については、次の


とおり承諾します。


 


 


記


 


１．承諾箇所


 


雫石町


             


地先


 


２．使


 


用


 


料


 


無料


 


３．設置仕様


 


構造


 


面積


 


４．使用期間


 


工事完了後から令和


  


年３月３１日までとする。


 


なお、使用期間の満了する


1


ヶ月前までに、次による申出がない時は、


期間満了の日の翌日から起算して


1


ヵ年なおその効力を有するものと


し、以後、この例による。


 


５．そ


 


の


 


他


 


都合によりごみ集積所の撤去を求めるときは、


       


行政区長


に対し１ヶ月前までに申出ることとする。


 


 


 


 


 




ごみ集積所設置にかかる土地使用承諾書     令和    年    月    日         殿       土地所有者住所   土地所有者氏名            ?              行政区のごみ集積所整備にかかるごみ集積所の設置については、次の とおり承諾します。     記   １．承諾箇所   雫石町               地先   ２．使   用   料   無料   ３．設置仕様   構造   面積   ４．使用期間   工事完了後から令和    年３月３１日までとする。   なお、使用期間の満了する 1 ヶ月前までに、次による申出がない時は、 期間満了の日の翌日から起算して 1 ヵ年なおその効力を有するものと し、以後、この例による。   ５．そ   の   他   都合によりごみ集積所の撤去を求めるときは、         行政区長 に対し１ヶ月前までに申出ることとする。          

